


千歳恵庭圏都市計画地区計画の変更（千歳市決定）

都市計画北信濃地区地区計画を次のように変更する。

１．地区計画の方針

名     称 北信濃地区地区計画

位     置 千歳市北陽１丁目の一部、あずさ２、３丁目

区     域 計画図表示のとおり

面     積 ２３.１ヘクタール

地区計画の目標 本地区は、ＪＲ千歳駅から北方約２.０キロメートルに位置しており、都市計画道路「８線

中通」と「北新通」に接した地区であり、現在、民間の土地区画整理事業による宅地開発事業

が進められている。

そこで、本計画では、当該宅地開発事業の事業効果の維持・増進を図り、事業後に予想され

る建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、緑ゆたか

でうるおいのある良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。
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土地利用の方針 当該宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を３地区に細区分し、それぞれの

地区にふさわしい適正な土地利用を図る。

１ 低層一般住宅地区

低層住宅地として、専用住宅のほか、小規模な店舗・事務所を兼ねる住宅なども立地でき

る地区とする。

２ 中高層住宅地区

中高層住宅を主体とし、中規模な事務所・店舗等も立地できる地区とする。

３ 利便施設地区

地域住民の利便性の確保が図られるよう、日用品の販売を目的とする店舗等が立地できる

地区とする。

地区施設の整備の

方針

地区内の区画道路については、当該宅地開発事業により整備されるので、これらの地区施設

の機能の維持・保全を図る。

建築物等の整備の

方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。

１ 住宅市街地として、良好な環境の形成・保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用

にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。

２ 北国として良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、また、魅力ある商業業務等

環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。

３ 「建築物等の形態又は意匠の制限」として、快適な冬の生活環境の確保が図られるよう、

屋根の形態の制限を定める。

４ 利便施設地区にあっては、買物等の駐車スペースを確保するため、「建築物の壁面の位置

の制限」を定める。

５ 道路に面する宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じてへい越しに会話のできる開かれた

明るいまちとするため、低層一般住宅地区にあっては、「垣又はさくの構造の制限」として、

へいの高さの制限を定める。

その他当該地区の

整備・開発及び保全

に関する方針

良好な住環境を形成するため、宅地の地盤面を周囲の生活環境を損なわない高さとすること

や快適な冬の生活環境の確保のため、落雪・たい雪のスペースを確保する。



２．地区整備計画

地
区
整
備
計
画

地 区 の 名 称 北信濃地区

地 区 整 備 計 画

を 定 め る 区 域
計画図表示のとおり

地 区 整 備 計 画

の 区 域 の 面 積
１９．６ヘクタール

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の細区分

（計画図表示のとおり）

低層一般住宅地区

（約１６．１ヘクタール）

中高層住宅地区

（約２.０ヘクタール）

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。

１ 公衆浴場

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。

１ 大学、高等専門学校、専修学校その他

これらに類するもの

２ 病院

建築物の敷地面積の

最低限度
２００平方メートル ２００平方メートル

建築物の壁面の位置

の制限

建築物等の形態及び

意匠の制限

建築物の屋根は敷地の道路側に屋根か

らの落雪及びたい雪に必要な空地を有す

る場合を除き、道路側に傾斜する形態と

してはならない。

建築物の屋根は敷地の道路側に屋根か

らの落雪及びたい雪に必要な空地を有す

る場合を除き、道路側に傾斜する形態とし

てはならない。

垣又は柵の構造の制

限

へいの高さは１．２メートル以下とす

る。ただし、生垣はこの限りではない。
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地区の細区分

（計画図表示のとおり）

利便施設地区

（約１.５ヘクタール）

建築物の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。

１ 専用住宅（建築基準法別表第二（い）

項第１号に掲げる「住宅」をいう。）

２ 学校（専修学校、各種学校を除く。）

３ 老人ホーム、福祉ホームその他これら

に類するもの

４ ボーリング場、スケート場、水泳場、

スキー場、ゴルフ練習場又はバッティン

グ練習場

５ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの

６ ホテル、旅館

７ カラオケボックスその他これに類す

るもの

８ 自動車教習所

９ 畜舎

10 病院

建築物の敷地面積の

最低限度
３００平方メートル

建築物の壁面の位置

の制限

都市計画道路境界線（隅切部分を除く。）

から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以

下「外壁等」という。）の面までの距離の

最低限度は５メートルとする。

建築物等の形態及び

意匠の制限

建築物の屋根は敷地の道路側に屋根か

らの落雪及びたい雪に必要な空地を有す

る場合を除き、道路側に傾斜する形態とし

てはならない。

垣又は柵の構造の制

限

備      考
用語の定義及び面積等の算定方法については、建築基準法及び同法施行令の例によ

る。

理 由

北信濃地区において、障害者自立支援法の制定による建築基準法の改正に伴い、「建築物等の用途の制限」

について所要の規定の整理を行うため地区計画の変更を行うものである。
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